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第 2回 日 吉 津 村 議 会 定 例 会 会 議 録 （第 4 日） 
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議事日程（第 4号） 

令和 2 年 6 月 15 日 午前 9 時 00 分 開議 

日程第 1  議案第 29 号 日吉津村長等の損害賠償責任の一部免責に関する条例について 

日程第 2  議案第 30 号 日吉津村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正する条例について 

日程第 3  議案第 31 号 令和 2 年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予算（第 3 回）について 

日程第 4  議案第 32 号 令和 2 年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第 1 回）について 

日程第 5  議案第 33 号 日吉津村固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 6  議案第 34 号 日吉津村固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 7  議案第 35 号 日吉津村固定資産評価審査委員会委員の選任について 

日程第 8  議案第 36 号 日吉津村農業委員会委員の任命について  

日程第 9  議案第 37 号 日吉津村農業委員会委員の任命について  

日程第 10 議案第 38 号 日吉津村農業委員会委員の任命について 

日程第 11 議案第 39 号 日吉津村農業委員会委員の任命について 
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日程第 17 議案第 45 号 日吉津村農業委員会委員の任命について 
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日程第 11 議案第 39 号 日吉津村農業委員会委員の任命について 
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村長                中 田 達 彦  総務課長             高 田 直 人 

総合政策課長         福 井 真 一    住民課長             矢 野 孝 志 

福祉保健課長         小 原 義 人     建設産業課長         益 田 英 則 

教育長                 井 田 博 之    教育課長              横 田 威 開 

会計管理者            西   珠 生 

━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━━ 

午前 9時 00 分 開議 

○議長（井藤  稔君） みなさんおはようございます。 

ただ今の出席議員数は 10 名です。定足数に達しておりますので、これから本日の会議を開き

ます。本日は議案質疑です。議事日程はお手元に配布のとおりです。 

       ─────────────・───・───────────── 

日程第１ 議案第 29 号 

○議長（井藤  稔君） 日程第 1、議案第 29 号日吉津村長等の損害賠償責任の一部免責に関する

条例についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

松田議員。 

○議員（8番 松田 悦郎君） 8 番、松田です。この 29条の関係は非常にまあ、見やすいなのか

難しいなのか判断に困ったところなんですけれども、ちょっと基本的なことだけ教えて下さい。

3 つほどさせてください。まずこの条例は従来の地方自治法 243 条の 2 項 1 項は、本来は職員の

賠償責任ということになっておりましたが、今回はこの改正で、この条例に変わったんだなと思

いますけれども、その中で、この文章の中に村の委員ということが書いてありますが、この委員

について教えて下さい。 

それからこの損害賠償ていうか、免責に関することは村民の訴訟などによるものであるなと思

うんですが、それについてどうなんでしょうか。それからこの免責額にあるこの乗数といいます

か、6、4、2、1 のこの根拠がわかったらですけれども、根拠とこの 6、4、2、1 という、これは

単位といいますか、これはどういうふうな感じで 6、4、2、1になったんでしょうか。その辺をお

聞きしたいと思います。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 松田議員のご質問にお答えいたします。村の委員ということですけ

れども、そこに上げてあります委員ということで、教育委員会の教育長もしくは委員ということ
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で、行政の委員ということであります。それから条例で定めてあります行政の委員がおられます

のでその委員ということであります。 

それからちょっと 2番目の質問がわからなかったもので、もう一度お聞きさせて下さい。 

3 番目については、法令の方で年数が決まっておりまして、この基準に基づいてこれは年数と

いうことで、たとえば村長が 6というのは、年間の給与に 6年をかけてその数字を免責するとい

うことですので、それが長であれば 6という具合に定めてありますので、それに基づいて年数を

定めたものであります。 

すみません、2番目のをもう一度お願いします。 

○議長（井藤  稔君） 松田議員。 

○議員（8番 松田 悦郎君） この 29条は村の、村民が起こす訴訟の関係で起きるものなんでし

ょうかという質問です。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 松田議員のご質問にお答えいたします。住民監査請求があってそれ

がまた住民訴訟に発展して、そういう裁判とかになって敗訴して損害賠償が決まったという時に、

こういう賠償責任が生まれますので、その部分について高額になるということでその一部を、過

失がない場合には一部免責をしようということですので、住民訴訟において敗訴した場合の損害

賠償に対して起こるものです。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 松田議員。 

○議員（8番 松田 悦郎君） すみません、最後の乗数の関係で、6、4、2、1というこれは国が

決めたことでということで、この辺の根拠というのはわからないですか。わかったらお願いしま

す。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 松田議員のご質問にお答えいたします。政令で定める基準というこ

とになっておりますので、ちょっとその基準の基というのが、今のところわたしの方ではわかり

ません。 

○議長（井藤  稔君） ほかにありませんか。 

三島議員。 

○議員（4 番 三島 尋子君） 4 番、三島です。わたくしも 3 点ほどお聞きしたいと思います。

この条例の第 2条の中に、善意でかつ重大な過失がない時ということがありますけれども、これ
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はだれが認定するのか、議会がするのか、だれがするかということをお聞きします。 

それと 4 号ていいますかね、2 条の、それが村の職員というのがありまして、それは 1 になっ

ていますけれども、職員の中にも決裁権限がある人やない人や、いろいろ職員の職務の等級とい

いますかね、役職があると思いますけれども、その人たちもみんな同じ基準で出していくのかと

いうこと。 

それから第 3条に委任というのがありまして、村長が別に定めるということになっていますが、

この賠償責任の自治法とかそういうことをちょっとみてみますと、たいへん大きいことだなとい

うことを思ってまして、これ村長が別に定めるということをこれは多分定められると思いますの

で、だいたいどういうようなことを、定めようと思っておられるかということがお聞きできます

でしょうか。その点、お願いいたします。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 三島議員ご質問にお答えいたします。重大な過失がない時というの

は、一応、ちょっと先に村の職員の方ですけれども、これはどの職員でもありますので、その職

員の給与に 1年ということでなります。ただし、1条のカッコがきで職員の賠償請求があった部 

分については除くということですので、それ以外の損害賠償あった時ということで、それは職種

によってということよりも、その職員の部分に 1年間の部分をかけるということで、それを免責

するということになります。 

それから委任についてはこの条例をつくる時に、この委任条項がなくてもあってもいいんです

けども、村の場合は西部町村会の方でも協議した中で、今のところ特に別に定めるとは考えてい

ないんですけれども、そういうものが出た時に別に定めることができる条項を定めておこうとい

うことで、3の委任については条項を定めさしていただきました。 

最初の重大な過失の部分については、少し時間をいただけませんでしょうか。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） すみません、時間をとりました。重大な過失がない時という判断で

すけれども、この賠償命令自体が村長から監査委員へ事実の有無に関する監査と賠償責任の有無、

それから賠償額の決定を求めて、その決定に基づいて命ずるということになりますので、議決等

ではありませんけれども、監査委員へ判断を仰ぐといいますか、その有無とか賠償額、その他は

監査委員の方に意見を求めるということであります。 

○議長（井藤  稔君） 三島議員。 
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○議員（4 番 三島 尋子君） 4 番、三島です。今の答弁ですけれども、この自治法によります

と 2項で議会がこの条例を制定する時には、監査委員の意見を聞かなければならないということ

が定めてあります。委員さんは合議で決めますので、それをちゃんと経てということがうたって

あります。そのことを踏まえて、ここのことも監査委員がじゃあ一応額が 3億なら 3億という住

民損害賠償などがあった時には、監査員がそれが適正かどうかっていうことを出していくいうこ

とになるんでしょうか。 

それとですね、6、4、2、1というのは年間給与の倍数のようですけれども、それは何が入って、

何が入らんということが書いてありますが、そういうことなんかを、3 条村長が定めるというと

ころに定められるのかどうなのかということもお聞きしたかったんですけれども、それと日給で

なっている方がありますね、そういう方たちの委員さんはどういうふうにして決められるのかと

いうこと。先ほど答弁いただきました、職員さんは給与が違うので、その給料に応じた倍数で 1

倍をしていきてだしていくという解釈でいいということなんですね。それでよろしいでしょうか。

あと、よろしくお願いします。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 三島議員のご質問にお答えいたします。給与の範囲ということで、

一応その範囲の中からは、扶養手当とかそういう一部手当が除外されておりますし、非常勤とい

うか会計年度職員とかの旅費とか、費用弁償についても給与の中に含まれないということであり

ますので、それ以外の給与で計算をするということで、ですから職員ということで皆さん給与の

額が決まっておりますので、それに対しての年間ということであります。 

それから最初の監査委員への確認ということでしたけれども、ちょっと条例上は一部免責の条

例をする時に監査委員の意見を聞いたり、合議にということでありますので、この免除される要

件自体が、村長等が判断された場合に過失がない時ということの、この過失がない部分を誰が決

めるということなんですけれども、一応その部分についてはもう一度ちょっと時間をいただけま

せんでしょうか。 

○議長（井藤  稔君） 暫時休憩とします。 

午前9時18分 休憩 

                                                             

午前9時22分 再開 

○議長（井藤  稔君） 再開します。引き続き議案質疑を行います。 
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高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 失礼しました。三島議員のご質問にお答えいたします。この賠償に

ついては住民監査請求をやって、住民訴訟になった場合に最終的に裁判所の方が、この賠償責任

の額等を決めていきますので、そういうところで裁判所の判断で決まったその中で、過失がない

ということが決まった中で、それを村の条例に基づいて年数を免責するということであります。

以上です。 

○議長（井藤  稔君） 三島議員よろしいですか。 

高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 三島議員のご質問にお答えいたします。職員ですので、日給の方も

おられて、とにかく年間の給与額の合計ですので、日給の方も年間もらわれた額というのを計算

して、それの要は 1 年分ですので、1 年分が最低責任限度額ということになりますので、同じよ

うに計算なるという具合に思います。 

○議長（井藤  稔君） 三島議員。 

○議員（4 番 三島 尋子君） 4 番、三島です。わたしがちょっと聞き方が悪かったのかもわか

りませんが、職員さんはほとんど月給で出ていますので、そこからいろんなものを入れたらいけ

ないというものがありますので、それを引いていきて出してきますけれども、ここに上がってい

る委員さんの中で、日給で、農業委員さんまたは月いくらになっていますけれども、出た日にち

で払っていくという委員さんがいらっしゃいますね、そういう方たちが年間の報酬というのは、

なんかちょっと自治法の説明などをみた時に全前年度とかどうとかという、そういうことが書い

てあったように思ったんですけれども、そういう方はその年の出た日それまでの分で計算するの

かどうなのかということ、そこら辺でちょっとこう不公平ではないけれど、計算というのにまち

まちだなというふうに思いましたので、それはどういうふうになるのかなということがお聞きし

たかったです。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 三島議員のご質問にお答えいたします。賠償の事案が生じた日が属

する年度中ということですので、その年度の計算ということになります。以上です。 

○議長（井藤  稔君） ほかにありませんか。 

前田議員。 

○議員（7 番 前田  昇君） 7 番、前田です。非常にややこしい部分があるので、いろいろ伺
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ってもはっきりわからない面があるのかなと思うんですけれども、簡単なところからですね、今

の第 2条の各役職が書いてありますが、本村場合副村長は置いていないんですが置いてないとい

ってもここに書く必要はなかったのかどうかということが、1 点。それから今後のことになるか

も知れませんが、こういう非常勤の特別職の皆さんあるいは職員に対して、こういった免責があ

るという、あるいは損害賠償が発生する事案があった場合というようなそういう説明がされたの

か、されるのか。とりわけ監査委員の役割というのは非常に重要だと思うんですけれども、その

辺の事前の、今るる条例の説明があったような内容の説明がされるべきだと思いますが、された

のかということですね。その辺のことです。 

それで今一度、先ほどの善意で且つ重大な過失がない場合ということで、結果的には裁判所の

判断ということではありましたが、そこに議会の役割はないのか。住民監査請求が出た場合に、

議会に住民の方が、村の該当の職員の責任を議会に陳情といいますか、請願といいますか、なっ

た場合。議会の判断としては、まずこの条例には束縛されるんだろうと思うんですが、この条例

の範囲内で議会が決定するということがありうるのか。あくまで裁判の結果を受け止めるという

形なのかどうなのか、その辺のところがちょっと仮定の話なんでにわかには、説明がしにくいか

も知れませんが、そういう問題点をある程度きれいに整理しておかないと、議会の責任が問われ

ることになるんではないかというふうに思います。 

さらに裁判の結果が重大な過失があるというふうな、要するに裁判の判決の結果とこの村の条

例と矛盾した場合、村の条例を超える判断が出た場合、なかなか難しい点だとは思いますが、そ

ういう場合はあくまで村としては条例に沿ってやるということになるかなあと、その辺の場合の

議論が分かれた場合の整理をしておく必要があるんではないかと、場合によってはないとは思い

ますが、裁判の判決が村長に 6 年以上の損害賠償を請求された場合は、6 年分は本人が負担し、

それ以来は村の予算で責任をもつとかということもあるのか、ないのか、いろいろ言うと難しい

と思いますので、そういった点についてのもう少し関係を明らかにしてほしいなと思います。以

上です。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 前田議員のご質問にお答えいたします。副村長については、当初う

ちにはないですけれども、載せようとは思ってはいたんですけれども、現在実際にはないという

ことで、この条例の方から落とさせていただきました。 

それから監査委員の説明については、まだ、しておりませんで、確かに必要かなと、条例が定
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まったらちょっと説明をさせていただければという具合に思います。 

それから議会ですけれども、この条例に基づく部分については議会については関係ありません

けれども、たとえば訴訟の継続中とか、判決後に議会の方から自治体の方に、損害賠償請求権の

放棄というもんをする場合には議決ということがありますので、その時に議会の議決事項が出て

くるという具合に思います。それから判断を超えた場合ということですけれども、あくまでも善

意で且つ重大な過失のない時の定めです。それに基づいて行うということであります。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 前田議員。 

○議員（7 番 前田  昇君） 前後しますが、そのこの条例にあたって議会としては、監査委員

の意見を聞くということでありますので、監査委員に決まってから説明するというのはどうも、

手続き上問題があるんではないかなと思うんで、その点を踏まえて対応いただきたいと思います。

もう少し、その辺の問題が生じた場合の手順というものをわかりやすく、誤解のないよう、たと

えば監査請求をした住民の方にもきちんと何か示せるようなものが必要なんではないかなとい

うふうに思いますので、答弁はけっこうですけれども、その辺を整理していただきたいと思いま

す。以上です。 

○議長（井藤  稔君） ほかありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

〇議長(井藤  稔君) 質疑がないようですから質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 2 議案第 30 号 

〇議長(井藤  稔君) 日程第 2、議案第 30号日吉津村固定資産評価審査委員会条例の一部を改正

する条例についてを議題とします。これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

〇議長(井藤  稔君)  ないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 3 議案第 31 号 

○議長（井藤  稔君） 日程第 3、議案第 31号令和 2年度鳥取県西伯郡日吉津村一般会計補正予

算(第 3回)についてを議題とします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

加藤議員。 
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○議員（9番 加藤  修君） 9 番、加藤です。13ページの学校管理費 2,094 万 2,000 円の内訳、

議案説明書の 5ページにありますが、ギガスクール構想の加速による学びの保障事業であります。

主に備品購入費となっています。タブレットの購入ですが、細かいところまで書いてありますけ

れども、わかりやすいように再度説明をお願いをいたします。これに絡めて、日吉津村独自の対

策・対応事業などがあれば付け加えて下さい。 

○議長（井藤  稔君） 井田教育長。 

○教育長（井田 博之君） 加藤議員のご質問にお答えいたします。このギガスクール構想加速に

よる学びの保障事業でございますが、昨年度政府文科省の方がこのギガスクール構想を発表した

ところでございます。現在の高速大要量の通信ネットワーク、そしてＡＩ等を活用した教育産業

ソサエティー5.0 の時代の対応として、このギガスクールがぜひ必要だということになったわけ

でございます。 

もともと文科省の計画では 3人に 1台というタブレットなりパソコンの計画でしたが、これが

非常に遅れておりまして、現在全国的には 8人に 1台程度、平均しますとですね。そして自治体

に格差が非常に大きいということがあったものですから、このギガスクール構想が出てきたわけ

でございます。これに基づきまして、これからの時代の情報の収集整理、活用、発信という能力

を特に日本が世界的に遅れているということが、この度のコロナ禍の状況の中からもはっきりと

見えてきたわけでございますが、非常に遅れておるということから、このギガスクール構想を加

速すべきだということがございまして、この度のコロナの特別の国の予算や今年度中に一人 1台

を達成するんだという強い方針の基、この予算が出てきたというところでございます。 

後、細かな本村独自のものでございますとか、実際にどういう内容で本教がスクールを達成し

に行くのかということについては、課長の方からお話しさせていただきたいというふうに思いま

すが、ハードを整備するということが表に出てくるわけですが、ハードだけでは教育は進んでい

きませんので、コンテンツといいますか、教育内容、ハードを使った教育内容がどのようにこれ

から発展していくのか、それをどのように学校が活用できるのかということを見据えて、今後の

大きな課題も抱えたなというふうに考えて、考えて受け止めているところでございます。わたし

からは以上です。 

○議長（井藤  稔君） 横田教育課長。 

○教育課長（横田 威開君） 加藤議員のご質問にお答えいたします。ギガスクール構想の内訳に

ついてでございます。先ほど教育長が申しましたように、一人 1 端末を整備するということで、
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国が大きく補正予算を組んだところですが、令和元年、要するに昨年度の児童数の 3分の 2を国

が補助しよう。一人につき 4万 5,000 円を補助しようというふうなことで残りを村が負担すると

いうふうなものでございます。それで一人 1台端末を整備しましてもですね、もちろんその 4万

5,000 円を超えて必要になるもの、それから補助対象になっていないもの等がございます。 

たとえばパソコンがありましたらですね、その表面のフィルムであったりとか、その中、子ど

もたちがパソコンをするのに必要なＩフィルター、要するに有害サイトを閲覧するようなことが

ないように、ストップをかけるようなシステム、これらを整備する必要もありますので、そうい

うもので費用が掛かってまいります。 

ちなみに今一人 1台端末を整備するというふうなことで、4月に国がもともと 5年、6年、それ

から中学校 1年だけ今年度は補助とするというものが、全学年にするというふうなことで変更が

ございました。それで今回補正予算で向かわないものについては、今後の補助は計画はしないと

いうふうなことで申しておりますので、近隣市町村も全て全学年の整備に、現在、向かっている

ところです。道具はあるんですが、実際に全員がインターネットに繋ごうとしてもですね、それ

は非常にネットワークの整備等も重要になります。 

学校のネットワークの整備については、今年度当初予算で要求しました。ただ、5 月の補正予

算で 5、6 年、5 年生以上の家庭ＩＣＴ環境の整備というふうなことで要求を申し上げましたが、

今回はさらに広げて 3年生以上が学校でも、家庭でも、インターネット環境を整えた上で学習が

できるようにというふうなことで、家庭環境もＩＣＴ環境を整えるというふうなことで要求をし

ております。それに伴いましてですね、学校で使うパソコンであれば、鳥取県の場合は鳥教ネッ

トを介して、いろいろなインターネッと環境に繋がるのである程度の有害サイトへの閲覧はブロ

ックされるんですが、そういったものができないために、それぞれのパソコンに対してＩフィル

ターを導入することであったりとか、それから学校の職員の方で、子どもたちの持っているパソ

コンを一括に管理できるような、МＤМを導入したりするというふうなことで、それに掛かる費

用等もございます。それから先ほど教育長申しましたように、ハード面をしっかり充実していく

ことに加えてそれを使える状態、もちろん学校でもそうですし家庭でもそうですし、そういった

ものでそれを整備するためのアドバイザーが必要になってまいります。 

すみません、説明をしてからで申し訳ありませんが、議案説明資料の 5ページをご覧下さい。

この 5ページには今申し上げました、ギガスクール構想に関わる内訳が載っておりますが、今申

し上げましたＩＣＴの支援に係る部分については、右側 07報償費の中で上げているものが、その
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アドバイザー的な役割の報奨費となります。 

以上のように一人 1端末を整備するための備品購入費、それからソフトであったりとかですね、

ＩＣＴ環境を整えるためのルーターなどの使用料及び賃借料であったりですね、それから貸し出

す際に必要なもの、あるいはパソコンといっても４万 5,000 円を超えるもの、あるいは補助対象

外のものもございますので、そのために必要な需用費などを含めた金額が先ほど申し上げたよう

な金額になってくるものでございます。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 加藤議員。 

○議員（9番 加藤  修君） 9 番、加藤です。残りの 1年生、2年生はどうされますか。 

○議長（井藤  稔君） 横田教育課長。 

○教育課長（横田 威開君） 加藤議員のご質問にお答えします。今、1 年生、2 年生というふう

なことでおっしゃいましたが、1 年生、2 年生がパソコンを扱うと、当然学校で指導してるんで

すが、それをたとえば家庭に持ち帰ってフリーな状態、要するに自分たちでだけで情報を取捨選

択し判断してやっていくというふうなところまでが、十分に現段階で指導ができんのは苦しいか

なと、難しいと判断をしまして 3年生以上というふうに計画をしました。以上です。 

○議長（井藤  稔君） ほかにありませんか。 

前田議員。 

○議員（7番 前田  昇君） 7 番、前田です。予算書の中の歳入の 5ページですね、5ページの

国庫支出金の土木費国庫補助金の内訳が、286 万円が社会資本整備総合交付金から道路メンテナ

ンス事業補助金というものに、いえば同額ですからこれは組み替えになったんかなというふうに

思いますが、何か国の事業の変更なのか、あるいはこちらの事情によって事業を変えたのか、そ

の辺のことを簡単で結構ですのでご説明いただきたいと思います。 

それから次のページの 6 ページです。6 ページの中に雑入が設けられておりますが、雑入の内

訳として広報紙広告収入ということで、10万円という組まれております。多分、村の村報に広告

を募集することかなあというように思いますが、行革の一環であるかも知れませんが、わたし自

身はあまり効果があるのかなあというふうに思っておりますんで、貴重な村の広報紙の一部を広

告に提供することで広告料が入るとはいうものの、その紙面の部分はいわゆる紙面が減るわけで

すので、そういった点で考えると年間 10万ほどの広告費をもらうことの意味がどうなのか、ある

いは広告の内容によって判断すべき点があると思うんですが、どういうふうな基準で広告を募集

をして、掲載をするのかということを教えていただきたいと思います。 
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それから今度歳出の方でありますが、一般管理費の委託料ということで今回のコロナに対する

ネットワーク関係の電算処理業務委託料ということだと思いますが 481万 3,000 円、十分内容が

わからないので、ちょっと多額なんではないかという気がしておりまして、480 万円の委託料の

主な内容といいますか、根拠について概略ご説明いただいたらと思います。 

それから次の 8ページの総務費の委託料ですが、議事録作成ＡＩクラウド委託料ということで、

これはまあ事業概要の方にも説明を受けております。方言もＡＩが読み取るようにして、議事録

の作成を効率よくやるんだという話でありましたが、この 200 万の事業のうち財源としては 100

万円が国から下りるということですが、この事業についてはたとえば他県とかですね、実績上が

っているのかと、よそでも 1年間ぐらいの委託によって効率よく議事録が作成されているという

ふうな実績でもあるのか、新しい試みではないかとは思いますが、その辺の見込みについてどの

ように判断されたのかということをお聞きしたいと思います。 

それからその下の企業版ふるさと納税業務委託料ということで、企業版のふるさと納税という

ことが今回上げられていますが、個人がふるさと納税をするのにあたっては、従来からやってき

ているわけですが、企業から納税を受けるということについては総論は同じですが、各論的には

非常にややこしい面もあるんではないかと思います。利害が絡むということもあるかと思うんで

すが、しかも法人の住所のあるところでない企業ということでありますが、この辺のところで、

どのように村としては捉えられているかということをお聞かせいただきたい。 

それから 12 ページ、13 ページあたり、先ほど加藤議員の質問にもあったんですが、備品購入

費というのがあって、それに対する説明が備品購入費ということでありまして、当初予算等で説

明資料等が克明に出ている場合はともかく、こういう補正の際に備品購入費で説明が備品購入費

だけではちょっと不十分なんではないかと、たとえば 12ページの消防費で言えばホース等の備品

を購入するとか、あるいは先ほどのギガスクールであれば主に端末を購入するとか、そういう説

明が加えられてこそ、ここの説明になるんではないかと思うのでその点について、その辺の説明

といいますか今後の対応について伺いたいということです。以上です。 

○議長（井藤  稔君） ちょっと、確認さしてもらいますけれども、合計 7点ということですか。 

（「それぐらいだったと思いますが、ちょっと今どうですかね」と呼ぶ者あり）だいたいわかりま 

したですね。 

はい、高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 前田議員のご質問にお答えいたします。すみません、一番最後の質
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問備品購入ということで、議員言われるように少し細かく、なんとかなんとか備品購入とするべ

きことだったという具合に思っておりますので、今後その辺については直したいという具合に思

います。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 前田議員のご質問にお答えします。議案の 5ページのところに

あります土木費国庫補助金につきましてのご質問でございますけれども、道路メンテナンス事業

補助金というのが新たに創設された補助金になりまして、従来ありました社会資本整備総合交付

金の中からこれに該当する部分のものを、こちらの方に振り分けたということでこれは国の方の

制度ということでございます。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 福井総合政策課長。 

○総合政策課長（福井 真一君） 前田議員のご質問にお答えいたします。まず、6 ページの方の

雑入ですね、広報紙広告収入この内訳ですが、宝くじがインターネットで購入できるようになり

ましたという広告を掲載してくれということで、村報の 5 月と 11 月に各 1 ページを掲載予定に

しております。これに対する雑入ということで 10万円を組ませていただいております。 

つづきまして、7 ページの方の総務費一般管理費の委託料電算処理業務委託料、これ事業概要

なんですけれども、感染症対策のための分散化勤務とあわせて、災害時などの緊急時において行

政サービスを維持するために、先般、ヴィレステの方に分散勤務を行った結果いろんな課題が生

じました。これに対応するために今回計上させていただいております。 

具体的に言いますと役場の 2階の会議室、こちらの方のインターネットの回線のネットワーク

整備、それからヴィレステ 2階の会議室、これもネットワーク整備です。それとですね、役場と

ヴィレステのＩＰアドレスといいまして、インターネットの上でのパソコンの住所みたいなもん

ですね。これが施設ごとに設定されておりまして、これを今回、ヴィレステと役場のＩＰアドレ

スを統合すると、細かくまた後で説明します。ヴィレステの建設時のネットワークの設定は、Ｉ

Ｐアドレスの管理をするために施設ごとに割り当てておったんですけれども、この度たとえばわ

たくしがヴィレステに一人パソコンを持って移動しますと、ヴィレステにおいてＩＰアドレスの

設定変更まず行わないといけません。帰ってくる時も役場に帰ってきた時も、また再設定が必要

になってきます。これ 1台ごとに全部設定が必要になって、かなりの時間がかかるということか

ら、同じＩＰアドレスに設定し直すということでございます。 

もう一つグループウエアの導入による業務の効率化です。これは先ほども言いましたように、
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たとえばわたしがパソコン持ってヴィレステに行きました。そういう時にＩＰアドレスの設定を

したうえでメールとかの設定はわたくし個人の設定になっておりますが、たとえば誰かと交代す

る時にパソコンをそのまま置いておいたら、わたしのメールしか入ってこないんですけれども、

グループウエアをいれることによって、そこに入り込むと 1台のパソコンがどなたでも使えてメ

ールを使うということが可能となってまいります。ですので、ひとが入れ替わってもパソコンは

置いたままで複数台あれば、どなたでもそのパソコンを使うことができるというような内容にな

っております。 

このグループウエアのソフトなんですけれども、更に各種施設の会議室とか公用車とかいろん

な予約状況、個人の予定表、仕事の進捗管理などにも使えます。それとグループウエアの掲示板

機能ですね、今総務課のだれだれさんから全職員になんかお伝えしたいという時に、全職員宛て

にメールを送ってるんですけれども、それがなくてもこのグループウエアで、同時に全員に周知

することができます。ということは、ひとり 1 台パソコン持っておりますが、1 台以上持ってい

るんですけれども、1 台ごとにメールアドレスの個人ごとの設定が必要になってくるんですけれ

ども、このソフトを入れればそれぞれのパソコンに個人のメールアドレスを設定しなくても全員

に送るとか、選んで送るとかいうことが可能となってまいります。この件は以上です。 

つづきまして 8ページの方の議事録作成ＡＩクラウド委託料ですね。これ他県で実績があるか

ということですけれども、これあのいろんなインターネット上の議事録作成ソフトというのはか

なり普及しておりますけれども、今回考えておりますのはＬＧＷＡＮ、行政機関とかの専用の回

線を使って、セキュリティーの高い回線の中で議事録を作っていくと、これ最近普及し始めたと

ころでして、他県の実績とかちょっとわたしの方でまだ把握できておりません。中身が先ほどの

行政機関専用ネットワークの回線を利用することと、それから方言が文章の解析にかなり影響し

ておりますので、同じ方言の圏域、たとえば鳥取県西部地区とかで共同利用することによって、

ＡＩがどんどん学習してくれます。ですから最初はあまり変換効率高くないかも知れませんけれ

ども、使えば使うほど学習していって、どんどん精度が高くなっていくと、ですので最初は時間

掛かるのかも知れませんけれども、使うたんびに学習していって短時間で議事録が作成できると

いうことになります。 

現在、各職員がいろんな審議会とかの議事録を作っておるんですけれども、たとえば 1時間の

会議を議事録作ろうと思いますと、だいたい5倍とか6倍とか時間がかかっていると思われます。

これを何とか短時間でできればと考えておりまして、その浮いた時間でですね、他の業務とか、
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人じゃないとできない業務に職務を割り当てて、働き方改革の一環として効果が上がればと考え

ております。 

続きまして、同じく 8ページの委託料で企業版ふるさと納税、これについて説明させていただ

きます。これにつきましては、本年の 3月 31日に内閣府より計画が認定されまして、計画という

のが日吉津村ふるさと創生推進計画というのが認定されました。これは県内では鳥取県を含めて

3 つの自治体、合計 4 団体ですね。が、認定を受けて企業版のふるさと納税ができるというふう

になっております。 

メリットですね、国とか自治体の法人税、法人住民税、事業税ですね、税額が最大 9割控除で

きるようになりました。これは暫定的に 5年間ですけれども、これが最大のメリットでございま

して、たとえば寄附する企業のメリットとしては、9 割控除されますので寄付額の 1 割をご負担

されたら、それだけ地方自治体を応援していると、企業としての地域貢献を果たしていると、最

大のメリットがございます。その中で寄付額は 10万円が最低となっております。それと経済的な

見返りは禁止されております。いろんな補助金の受領であったり、有利な利子での融資等は受け

られないことになっております。 

それと先ほど前田議員からもありましたように、本社が所在する地方公共団体への寄附はでき

ないこととなっております。ですので、利害とかいろいろあろうかと思いますけれども、本制度

の趣旨としては企業として地域、地方自治体を応援してあげようというのが本来の趣旨でござい

ますのでご理解下さい。以上です。                                                                                                                             

○議長（井藤  稔君） 横田教育課長。 

○教育課長（横田 威開君） 前田議員の質問にお答えします。その前に加藤議員からですね、備

品購入費についてのご質問をお受けしておりましたが、説明が不十分で申し訳ありませんでした。

備品購入費については議案説明資料の 5ページをご覧いただけますでしょうか。その 5ページ左

側になります 5、本年度の計画効果という所に記載がございます。 

まず、来年度以降の児童数については、だいたい 208 人から令和 8年に 212 人というふうなこ

とで、約 205 名から 215名ぐらいで今後推移していきます。そこで、児童用のタブレットパソコ

ン 220台を整備しようというふうなことで計画をしました。既存のものが33台あるんですが、そ

れについては双方向の授業活用等もありまして、教員用としてその 220台分の端末の費用がこれ

にあたります。タブレット端末の本体、それからソフト及びハードカバーであったりとか、その

設定費用が併せますと、一人 1 台がだいたい 7 万円ぐらいになります。それで、それ掛ける 220
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台数、それから消費税あわせての金額がこの備品購入費となります。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 前田議員。 

○議員（7 番 前田  昇君） 今の議事録のクラウドの事業についてですが、先ほどの答弁の中

で議事録が迅速に作られるということでありましたので、それ自体は大変期待をしておりまして、

むしろ各種委員会の議事録なんかも積極的に、ホームページにどんどん短期間で公開をされて、

村民の方がその情報をキャッチするということは、本来あるべき姿ですので、それを推進すると

いう観点でこの事業を進めていただきたいと思います。その上でくどいようですが、うまくＡＩ

が動くものかなというふうなちょっと疑問も感じておりますので、その辺、その実施していく中

での経過については、後日、また経過をみてご報告いただきたいというふうに思いますので、よ

ろしくお願いします。 

ちょっと追加のことになるかと思いますが、11ページ歳出の観光費の中にサイクリングルート

整備負担金とありますが、これはもしかしたら弓ヶ浜の方に整備されましたサイクリングロード

について、本村も負担金を出したのかなというように思うんですが、この負担金の趣旨ですね、

その上で本村にサイクリングロードが伸びてくるというふうな、あるいは村で何かしらこれに関

わって、かつてＣＣＺにはあったと思うんですけれども、そういった着手が計画されるのかとい

うことを伺いたいというふうに思います。 

それからもう一つですね、歳出の 14ページ教育費の中に図書館費がありまして、この図書館費

の共済費が共済組合の負担金が減額して社会保険料が増額ということで、これは会計年度職員さ

んの入れ替えによるものかなとは思うんですが、図書館については一人増員をされたように、あ

るいはそういう計画があったように伺っておりますが、その辺のことをこの機会に簡単にご報告

いただけたらと思います。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 前田議員のご質問にお答えいたします。こちらにありますサイ

クリングルート整備負担金につきましては、これは弓ヶ浜のサイクリングコースとはまた別なコ

ースになりまして、新たにサイクリングルートを整備するということで出てきたものでございま

すが、こちらについては仮称ですけれども日野川ビューラインルートということで、日野川を周

遊するルートになってございます。起点としましてが皆生大橋の西詰、これを伯耆町の方まで上

流に進んでいって、伯耆橋を折り返しましてまた今度は下流、海岸の方に向かって下っていくと

いうルート、約 19 キロメートルのルートになりますけれども、日吉津村におきまして一ヵ所こ
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ちらの方の路面標示を行うということで、こちらの方が日野川の管理道に入るところの分かれ目

の部分に、ルートの表示を行うということで、そこに関わるところの費用として負担金をあげさ

せていただいておるというところです。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 前田議員のご質問にお答えします。14ページの職員共済組合負担金

と社会保険料ですけれども、当初非常勤の図書館 3名ということで職員居ましたけれども、令和

2 年度 1 名追加する予定で、会計年度任用職員に 4 名にする予定で募集したところ 1 名ありまし

たので、3 名で動いておりましたけれども、1 名退職されて 2 名とる予定でしたので、その後 1

名の部分について先日決定になって 1名追加しましたので、その関係もあって職員共済組合の負

担金と社会保険料を入れ替えたということです。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 前田議員、よろしいですか。 

ほかにありませんか。 

三島議員。 

○議員（4 番 三島 尋子君） 4 番、三島です。歳入の方から 5 ページお願いします。国庫補助

金ですけれども、総務費補助金でコロナの関係ですけれども 187万 5,000 円が今回計上されてお

りまして、先回、臨時議会の時ですか、いくら配分になりましたかと聞きましたら、3,100 万と

いうことをお答えいただいたと思います。その時に 3,100 万配分があったけれども、3,037 万

2,000 円ですか、それ充ててあとが残っておるような形だったかなと思いますけれども、それを

差し引きしましてまあ少し 125万ですが、これは追加配分になったものでしょうか。 

そのこと、それと 6ページ雑入ですけれども保険金、学習用端末保険金というのが入っていま

す。これは何かの修繕かなんかされて、保険金としてもらわれたものかどうかということですね。

それでこの保険金というのは保険料を払って多分もらうものかなというふうに思いますので、31

年こう見ましたら、保険料って端末で払ったっていう額がないかなと思って、わたくしの見方が

間違っていたかもわかりませんが、これはいつ払われたものに対してきたものかなということで

す。 

それと 13ページお願いします。先ほど概要書でも細かく説明はしていただきましたけれども、

5、6年後までのをまとめて、その児童の推移をみて購入して行くというご説明でしたが、今の機

械はすごい速さで進展してて、今わたしたちの使っているパソコンももう 2年か 3年くらいだわ

っていうのがあるんですけれども、今こういうまとめて 220 台買うっていうことがいいのかなと
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いうこと、ちょっと素人ながらに思いました。それとこれはどういうふうにして、購入をされる

のかということをお聞かせいただきたいと思います。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 三島議員のご質問にお答えいたします。最初の新型コロナウイルス

の地方創生臨時交付金ですけれども、5 月の時点で配分予定だったものを財源として充てており

ましたけれども、一部あたらない実施計画を県の方に出した時に、この部分については財源とし

てあたらないということで、その部分について今回上乗せをしてこちらに充てております。以上

です。 

○議長（井藤  稔君） 横田教育課長。あの、手を上げて声を出してください。わかりませんの

で、よろしく。 

○教育課長（横田 威開君） 三島議員の質問にお答えします。ます、保険料についてですが、保

険料は現在のところ 220台購入してですね、それが全部もちろん故障するわけではないんですが、

いろいろと業者と相談のうえ、仮に 10 パーセント、10 台に 1 台が故障した場合で入ってくる額

を積算したものです。ですから、まあそれが故障した場合に入ってくる金額ですので、もちろん

これだけ入ってくるということは、まず、ないんではないかなというふうなこともあります。 

それから 220台がじゃあ今、それが本当に買うべきかというふうなことではありますが、先ほ

ど申し上げましたように、昨年度児童数が 201人、これの 3分の 2、134台分が国からの補助が出

るというものです。ですが購入の台数が 201台を下回ってどんどん、どんどん台数減らしていき

ますと、これがまたその積算で国の補助額もどんどん下がっていくような計算となっております。

要するに国もそれだけの覚悟を決めて、児童 1人 1台を揃えていこうというふうな姿勢で臨んで

きているもので、本村も全児童に 1人 1台端末をというふうなところと、それを考えて 220台と

設定しました。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 井田教育長。 

○教育長（井田 博之君） 三島議員のご質問に補足してお答えいたします。最初に保険料のこと

でございますが、予算資料 13 ページの役務費のところに家庭用学習端末等保険料というのがご

ざいまして、保険を払いまして先ほど課長が答弁しましたように壊れた場合の保険金を一応算定

して、最大限 1割分全部壊れたら、その分これだけ保険金が出てくる予定です。という金額を載

せているということでございます。 

220 台の考え方でございますが、おっしゃいますようにわたしの個人のパソコンは買って今 8
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年目になりますが、もうこれはいけんなというふうに考え始めているところです。おっしゃると

おりでございますが、国の交付金は、まず、今年度中に全児童数分をそろえなければ来年度以降

ありませんよと、現時点では、5 年後にどういう交付金があるのかは今のところ定かではござい

ませんが、とにかく全国的に今年度中に一人 1台整備するんだという方針に乗っているというこ

とでございまして、ご心配の年数経って、日進月歩ですのでそれについては、今後の課題として

対応を考えていかなければならないということであろうというふうに思っております。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 三島議員。 

○議員（4 番 三島 尋子君） 4 番、三島です。先ほどこの備品をまとめて購入されるのに、ど

ういう方法で購入されるかということをお聞きいたしました。それとですけれども、保険料を今

回ずっと、予算書を見てきた時に今まで払ってないねということを思いまして、なんでこの保険

金が入ってくるんだろうということを不思議に思いました。修繕しないといけないし保険料を払

っていないもの対して、修繕料が払われることはないということを思いました。その点で説明い

ただきました。 

今回のものについてみましたら、10 パーセントどうとかということが書いてありましたので、

その分かなあっていうことを考えてはみましたけれども、購入をするところとの関係なんていう

のはないですかね。国が出しているのを見るとアメリカのなんとかで、こういう機械とかで 4万

5,000 円とか書いてありました。これに乗っていくのかなと、国が定めたものを買っていくのか

とかということを思ったんですけれども、ちょっと、ここらあたりが理解できないところです。

普段、こういうふうには組んでいかないなということを思いましたので、この点は正解な組み方

なんでしょうか。 

○議長（井藤  稔君） 井田教育長。 

○教育長（井田 博之君） 端末の買い方でございますが、買い取りでございます。 

それから保険をかけることに関してですが、児童がタブレットを自宅に持って帰って、3 年生

以上が学習できる。ソフトアプリケーションを使って学習できる。また、学校と教員との相互に

お互いにやり取りができるというふうにしますと、やはりどうしても故障が想定されるというこ

とで保険が必要だと、およそ米子市を例にとりますと 5年生以上、持って帰るとしたら 5年生以

上だという設定ですが、本村におきましては 3年生以上にしたというのが本村独自のところでご

ざいます。そうすると一層故障が考えられると、今までそういう保険、故障した、壊れた時の保

険というのは、学校の備品を貸し出して壊れたらということを考えることはなかったんですが、
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現在の状況からすると貸し出して家庭でも学習できるということは必要な状況になってまいりま

したので、新たな考え方としてこういう保険ということを考えたわけでございます。 

ご指摘の文科省が推奨しているわけじゃない。たとえばこういう機種でというのが確かにござ

います。これは全国津々浦々その機種でということではございませんで、各自治体の選択によっ

て、特に県内におきましてはそのようにいろんなメーカーのものを、3 種類ぐらいあると思いま

すが、市町村によって選択の仕方が違ってきているというところでございます。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 三島議員。 

○議員（4番 三島 尋子君） もう一回ありますか。 

○議長（井藤  稔君） 三島議員。 

○議員（4 番 三島 尋子君） 4 番、三島です。どういう方法で購入されるかというのは、入札

されるのかどうなのか、どういう方法で購入されるかということをお聞きしたかったんですけれ

ども。1,500 万の大きな金額に対してどういうふうにして、購入をされるのかなということをお

聞きしたかったんですけれども。 

○議長（井藤  稔君） 横田教育課長 

○教育課長（横田 威開君） 購入については、入札で行うように計画をしております。 

○議長（井藤  稔君） ほかにありませんか。 

松田議員。 

○議員（8 番 松田 悦郎君） 8 番、松田ですけれども、予算書の中の 8 ページ企画費なんです

が、先ほども方言に対するＡＩクラウドの導入について返答を聞きまして、これはぜひとも購入

していただきたいなと思っておりましてですね、そこでクラウドの中で音声認識ということでち

ょっと質問させていただきますが、最近この議場のあるマイク、マイクなんですが、非常に住民

の方が聞こえにくいという声をずっと前から聞いておりまして、いつかどこかの場で言わないと

いけないなと思ったんですが、今回この音声認識という声があったんでちょっと質問させていた

だきますが、これをぜひですね、早めにマイクの感度がいいのに取り換えていただきたいなとい

うふうに思いますが、これも相当古い、だいぶマイクもたつんでないかなと思いますが、その辺

ではどうなんでしょうか。 

○議長（井藤  稔君） 松田議員、議案質疑に直には関係ないと思いますので、よろしくお願い

したいと思います。 

 ほかにありませんか。 
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[「なし」と呼ぶ者あり] 

〇議長(井藤  稔君) ほかにないようですので質疑を終わります。 

ここでいったん休憩といたします。 

午前10時28分 休憩 

                                                             

午前10時40分 再開 

○議長（井藤  稔君） 再開いたします。引き続きまして議案質疑を行います。議案質疑に先立

ちまして、皆さんに議長の方から一つお願いしておきたいと思います。本日はあくまでも議案質

疑であります。自分の考えあるいは要望事項等は、厳に慎んでいただきますようよろしくお願い

します。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 4 議案第 32 号 

○議長（井藤  稔君） 日程第 4、議案第 32号令和 2年度日吉津村下水道事業会計補正予算（第

1回）についてを議題といたします。 

これから質疑を行います。質疑はありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

〇議長(井藤  稔君) 質疑がないようですので質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 5 議案第 33 号 から 日程第 7 議案第 35 号 

○議長（井藤  稔君） 日程第 5、議案第 33 号から日程第 7、議案第 35 号までは 3 件とも日吉

津村固定資産評価審査委員会委員の選任についてですので、一括議題といたします。これから質

疑を行います。質疑はありませんか。 

橋井議員。 

○議員（3 番 橋井 満義君） 3 番、橋井です。ただいま議長の方から提案がありました、議案

33 号から 35 号についての質疑をさせていただきます。本件につきましては、日吉津村固定資産

評価審査委員会委員の選任についての議案でございます。本件につきましては、去る 6月 8日定

例会の初日でありますが、これらの提出議案の説明がございました。 

これにつきましても一括提案をなされ、その時わたしが聞き漏らしたのかもわかりませんが、

選任委員の各氏名の公表を伺っていなかったように記憶をしております。そのご指名について、
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言われたのかどうかわたしも記憶に疎い部分でございますので、そこについて再度確認をしてお

きたいなというふうに思います。 

○議長（井藤  稔君） 質問の意味がわかりましたか。 

高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 橋井議員のご質問にお答えいたします。村長の提案理由の際という

ことですけれども、氏名については名前の方はあげておりません。一応委員の定数 3名と、それ

から任期について提案理由として申し述べたところです。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 橋井議員。 

○議員（3 番 橋井 満義君） 今、課長の方から説明がありましたとおり、3 名を選任したいと

いうことは申し述べたが、各委員の氏名を述べたということはなかったということが今わかりま

した。しかしながらこれは、固定資産の委員はあくまでも村長が選任をするということで、各 33、

34、35号は各議案ごとに審議をすることになっておるものであります。 

ちなみにわたくしは、これらの 3名の方の選任をされることについては、きっちりと氏名を公

表をし、誰の誰さんを選任をしたいということが議案として提案をされ、きちっと審議をするべ

きものではないかということをわたくしは思いますので、その場でなかったということがあるわ

けでありますが、できればこの場で 33号から 35号までの、どなたを御指名されたかということ

を改めてここで名前を申し述べられて、されるという御意志はございませんか。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 橋井議員のご質問にお答えいたします。それではちょっと、提案理

由の方では述べておりませんでしたので、まず、議案第 33 号の委員の選任ということで稲田眞

人さんという方を選任ということでお願いをしたいということであります。それから議案第 34

号の選任ということで井藤津加代さんを選任ということでお願いをしたいということでありま

す。議案第 35 号ということで長谷岡淳一さんを選任ということでお願いをしたいということで

あります。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 橋井議員。 

○議員（3 番 橋井 満義君） はい、わかりました。今これで質疑が最後になります。先ほど課

長からあったとおり、議案 33号は稲田眞人氏、34号は井藤津加代氏、35号は長谷岡淳一氏とい

うことで 3名の方の選任をしたいということでわかりました。なぜこのような質問をさせていた

だいたかということは、やはり選任をする側とされてもですね、選任をする指名をきっちりやは
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り、村民の皆様、さらに皆様にご了解をいただいた中での審議をするべきのが、わたしどもの議

会の役目というふうに思ったところでありますので、このような質問をさせていただいたところ

であります。仮に例えば教育長の選任であった場合には、教育長の氏名も述べずに選任をするの

かというような、さまざまなこともあるなということが懸念されたものですから、以上の質問を

させていただいたということであります。ということで、33 号から 35 号については了解いたし

ましたので、以上で質問を終わります。 

○議長（井藤  稔君） ほかにありませんか。 

[[なし]と呼ぶ者あり] 

○議長（井藤  稔君） ほかにないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

日程第 8 議案第 36 号 から 日程第 17 議案第 45 号 

○議長（井藤  稔君） 日程第 8、議案第 36 号から日程第 17、議案第 45 号までの 10 件につき

ましては、日吉津村農業委員会委員の任命についてですので、一括議題とします。これから質疑

を行います。質疑はありませんか。 

橋井議員。 

○議員（3 番 橋井 満義君） 3 番、橋井です。先ほどの 33 号から 35 号同様にですね、初日の

提案ではこれらの任命として 10 名の方の氏名は、ここの手元には一覧表としていただいており

ますが、議案提案説明ではされてなかったようにわたしは記憶をしております。 

先ほどの議案同様に、これらの方々のご氏名を再度問うものでございます。それの氏名のお教

えいただきたいのが一つと、もう一点は、これらは任命提案をされる前に、これは自薦他薦を問

わず何人の方から、これは以前は立候補制でございましたんで、選挙が公選法に基づく選挙で行

われておりました。これらの法律の改正によりまして、これは自薦他薦を問わず候補の申し出が

あったというふうに記憶をしております。現在はこれで 10名の選任について議会の同意を求める

ということでありますので、何人の方の候補の申し出があったのかということをお聞きしたいと

いうふうに思います。 

  おさらいをしておきますが、10 名の方の氏名そして候補が 10 名以上あったと思いますが、何

名の方があったのか、その 2点まずお伺いしたいと思います。 

○議長（井藤  稔君） 高田総務課長。 

○総務課長（高田 直人君） 橋井議員のご質問にお答えいたします。農業委員の任命についても
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氏名は述べておりませんので、この場で述べさせていだきたいと思います。議案第 36 号の農業

委員の任命ということで、林原美代子氏、37号生村好美氏、38号上野秀雄氏、39号川口剛敏氏、

40 号川原邦建氏、41 号齋下博三氏、42 号長谷昭宏氏、43 号三鴨真樹氏、44 号山崎博氏、45 号

山西昇氏、以上 10名あります。 

○議長（井藤  稔君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 橋井議員のご質問にお答えします。こちらの方、農業委員の候

補者に応募いただきました人数なんですけれども、これが 11名でございます。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 橋井議員。 

○議員（3番 橋井 満義君） 3 番、橋井です。ただいま確認いたしましたところ議案 36号から

45 号、10 名の方は委員に任命をしたいという方は、林原美代子氏、生村好美氏、上野英雄氏、

川口剛敏氏、川原邦建氏、齋下博三氏、長谷昭宏氏、三鴨真樹氏、山崎博氏、山西昇氏の 10 名

であることを今確認をさせていただきました。そして本 10 名の任命ではありますが、候補の申

し出のあった人数につきましては、11名あったということで確認をいただきました。 

そして、この 11名の候補の申し出があったということでありましたが、定数がこれにつきまし

ては 10名の任命でございますので、そのため本提案をなされる前に、選考委員会が開かれた旨を

承知しておりますが、この選考委員の皆様というのはどのようなメンバーでの方であったのか、

ここでご回答いただければありがたいというふうに思います。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 益田建設産業課長。 

○建設産業課長（益田 英則君） 橋井議員のご質問にお答えいたします。候補者の選考委員会を

実施しまして、委員の方ですけれども役場総務課長、建設産業課長、今の農業委員さんが 1 名、

有識者が 2 名ということで、5 名の方に委員として出席いただいて検討していただきました。以

上です。 

○議長（井藤  稔君） 橋井議員。 

○議員（3番 橋井 満義君） これで 3度目の最後の質問になります。ということは 11名の申し

出があったわけでありますが、定数が 10 名であり、そのための選考委員につきましては、ここ

に現在在籍しておられる高田総務課長、益田建設産業課長、農業委員、有識者、ということの 4

名で選考されたということであります。ちなみにですね、この 2名は課長でわかりますが農業委

員、有識者、これらの方々というのは現農業委員のどのような方、それと有識者はどのような方

という所が、答弁できる範囲でかまいませんのでお答えいただければと思います。以上です。 
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○議長（井藤  稔君） 益田建設産業課長。答弁できる範囲内で答弁して下さい。 

○建設産業課長（益田 英則君） 橋井議員のご質問にお答えいたします。現農業委員さんにつき

ましては今期で勇退される方が 1名ですし、有識者の 2名の方については元農業委員の方という

ことでございます。以上です。 

○議長（井藤  稔君） 橋井議員。 

○議員（3 番 橋井 満義君） 今の有識者は、最初は何名というのはなかったんですが、2 名と

いうことで間違いないですね。（「はい」と呼ぶ者あり） 

○議長（井藤  稔君） 橋井議員よろしいですか。ほかにありませんか。 

[「なし」と呼ぶ者あり] 

○議長（井藤  稔君） ほかにないようですので、質疑を終わります。 

─────────────・───・───────────── 

○議長（井藤  稔君） 以上で、本日の議事日程はすべて終了いたしました。 

本日はこれをもって散会といたします。 

午前 10 時 56 分 散会 
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